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○
国
土
交
通
省
令
第 

 
 

号 

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

□
令
和
六
年
法
律
第
二
十
三
号
□
の
施
行
に
伴
い
□
並
び
に
物
資
の
流
通
の
効
率
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
七
年
法

律
第
八
十
五
号
□
第
三
十
条
第
四
号
及
び
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
□
国
土
交
通
省
関
係
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効

率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
に
関
す
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
□ 

令
和 

 

年 
 

月 
 

 

日 

国
土
交
通
大
臣 

中
野 

洋
昌 

国
土
交
通
省
関
係
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
独
立
行
政
法
人
鉄

道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

□
国
土
交
通
省
関
係
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
□ 

第
一
条 

国
土
交
通
省
関
係
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
□
平
成
十
七
年
国
土

交
通
省
令
第
百
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

次
の
表
に
よ
り
□
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
□
題
名
を
含
む
□
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
の
傍
線
を
付
し

た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
□
改
正
後
欄
に

掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
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は
□
こ
れ
を
加
え
る
□ 
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改 

正 

後 

改 

正 

前 
国
土
交
通
省
関
係
物
資
の
流
通
の
効
率
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則 

国
土
交
通
省
関
係
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則 

 
 

□
道
路
管
理
者
の
意
見
の
聴
取
□ 

□
道
路
管
理
者
の
意
見
の
聴
取
□ 

第
一
条 

国
土
交
通
大
臣
□
物
資
の
流
通
の
効
率
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
七
年

法
律
第
八
十
五
号
□
以
下
□
法
□
と
い
う
□
□
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
権
限

が
地
方
支
分
部
局
の
長
に
委
任
さ
れ
た
場
合
に
あ
□
て
は
□
当
該
委
任
を
受
け
た

者
□
は
□
法
第
六
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
□
た
場
合
に
は
□
同
条
第
八
項

た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
□
遅
滞
な
く
□
期
限
を
指
定
し
て
□
貨
物
軌

道
事
業
□
法
第
四
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
貨
物
軌
道
事
業
を
い
う
□
次
条
に
お

い
て
同
じ
□
□
を
実
施
す
る
区
域
を
管
轄
す
る
道
路
管
理
者
□
次
項
に
お
い
て
□

関
係
道
路
管
理
者
□
と
い
う
□
□
の
意
見
を
徴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

第
一
条 

国
土
交
通
大
臣
□
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法

律
□
以
下
□
法
□
と
い
う
□
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
権
限
が
地
方
支
分
部

局
の
長
に
委
任
さ
れ
た
場
合
に
あ
□
て
は
□
当
該
委
任
を
受
け
た
者
□
以
下
同
じ

□
□
は
□
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
合
効
率
化
計
画
の
認
定
の
申
請
が
あ

□
た
場
合
に
は
□
法
第
四
条
第
八
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
□
遅
滞

な
く
□
期
限
を
指
定
し
て
□
貨
物
軌
道
事
業
を
実
施
す
る
区
域
を
管
轄
す
る
道
路

管
理
者
□
以
下
□
関
係
道
路
管
理
者
□
と
い
う
□
□
の
意
見
を
徴
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
□ 

２ 

□
略
□ 

２ 

□
略
□ 

 
 

□
道
路
管
理
者
の
意
見
を
聴
く
必
要
が
な
い
場
合
□ 

□
道
路
管
理
者
の
意
見
を
聴
く
必
要
が
な
い
場
合
□ 

第
二
条 

法
第
六
条
第
八
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
□
同
条

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
の
内
容
に
貨
物
軌
道
事
業

が
含
ま
れ
な
い
場
合
と
す
る
□ 

第
二
条 

法
第
四
条
第
八
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
□
法
第

四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
の
内
容
に
貨
物
軌
道

事
業
が
含
ま
れ
な
い
場
合
と
す
る
□ 

 
 

□
総
合
効
率
化
計
画
の
変
更
の
認
定
□ 

□
総
合
効
率
化
計
画
の
変
更
の
認
定
□ 

第
三
条 

前
二
条
の
規
定
は
□
法
第
七
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
の
申
請
が
あ
□
た

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
□ 

第
三
条 

第
一
条
及
び
前
条
の
規
定
は
□
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
合
効
率

化
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
申
請
が
あ
□
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
□ 

 
 

□
法
第
八
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
埋
立
地
□ 

□
法
第
六
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
埋
立
地
□ 

第
四
条 

法
第
八
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
埋
立
地
は
□
同
項
の
指
定

の
時
に
お
い
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
埋
立
地
と
す
る
□ 

第
四
条 
法
第
六
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
埋
立
地
は
□
同
項
の
指
定

の
時
に
お
い
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
埋
立
地
と
す
る
□ 

一
・
二 

□
略
□ 

一
・
二 

□
略
□ 
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□
荷
待
ち
時
間
□ 

 

第
五
条 
法
第
三
十
条
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
□
連
鎖
化
事
業
者

□
法
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
連
鎖
化
事
業
者
を
い
う
□
次
項
に
お
い
て

同
じ
□
□
と
す
る
□ 

□
新
設
□ 

２ 

法
第
三
十
条
第
四
号
の
国
土
交
通
省
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
時

間
は
□
運
転
者
□
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
運
転
者
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
が

集
貨
若
し
く
は
配
達
を
行
う
べ
き
場
所
又
は
そ
の
周
辺
の
場
所
□
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
□
集
貨
場
所
等
□
と
い
う
□
□
に
到
着
し
た
時
刻
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
に
あ
□
て
は
□
当
該
各
号
に
掲
げ
る
時
刻
□
か
ら
荷
役
等
□
同
条
第
五
号
に

規
定
す
る
荷
役
等
を
い
う
□
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
を
開
始
し
た
時
刻

ま
で
の
時
間
□
荷
主
□
法
第
三
十
条
第
七
号
に
規
定
す
る
荷
主
を
い
う
□
□
□
集

貨
場
所
等
の
管
理
者
又
は
連
鎖
化
事
業
者
□
次
条
第
一
項
に
お
い
て
□
荷
主
等
□

と
い
う
□
□
の
都
合
に
よ
り
待
機
し
た
時
間
に
限
る
□
□
と
す
る
□ 

一 

決
定
さ
れ
た
貨
物
の
受
渡
し
を
行
う
時
刻
若
し
く
は
時
間
帯
の
開
始
時
刻
又

は
運
転
者
が
指
示
若
し
く
は
伝
達
さ
れ
た
貨
物
の
受
渡
し
を
行
う
時
刻
若
し
く

は
時
間
帯
の
開
始
時
刻
よ
り
も
前
に
集
貨
場
所
等
に
到
着
し
た
場
合 

こ
れ
ら

の
時
刻 

二 

到
着
後
速
や
か
に
受
付
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
行
為
を
行
□
た
場
合
□
前
号

に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
□
□ 

当
該
行
為
を
行
□
た
時
刻 

 

 
 

□
荷
役
等
時
間
□ 

 

第
六
条 

法
第
三
十
条
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
業
務
は
□
貨
物
の
品
質

又
は
数
量
が
こ
れ
ら
に
つ
い
て
定
め
る
契
約
の
内
容
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
検

査
□
貨
物
の
荷
造
り
□
搬
出
□
搬
入
□
保
管
□
仕
分
又
は
陳
列
□
ラ
ベ
ル
の
貼
付

け
□
代
金
の
取
立
て
又
は
立
替
え
□
荷
主
等
が
行
う
荷
役
へ
の
立
会
い
そ
の
他
の

通
常
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
貨
物
自
動
車
の
運
転
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
と

す
る
□ 

□
新
設
□ 

２ 

法
第
三
十
条
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
る

時
間
は
□
運
転
者
が
荷
役
等
を
開
始
し
た
時
刻
か
ら
終
了
し
た
時
刻
ま
で
の
時
間
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□
荷
役
等
に
従
事
し
て
い
な
い
時
間
を
除
く
□
□
と
す
る
□ 
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□
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
□ 

第
二
条 

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
に
関
す
る
省
令
□
平
成
十
五
年
国
土
交
通
省
令
第
百

二
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

次
の
表
に
よ
り
□
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
□ 
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改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

□
監
事
の
調
査
の
対
象
と
な
る
書
類
□ 

□
監
事
の
調
査
の
対
象
と
な
る
書
類
□ 

第
三
条 

機
構
に
係
る
通
則
法
第
十
九
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で

定
め
る
書
類
は
□
次
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す

る
書
類
と
す
る
□ 

一
・
二 

□
略
□ 

三 

物
資
の
流
通
の
効
率
化
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
□ 

 

四
□
六 

□
略
□ 

第
三
条 

機
構
に
係
る
通
則
法
第
十
九
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で

定
め
る
書
類
は
□
次
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す

る
書
類
と
す
る
□ 

一
・
二 

□
略
□ 

三 

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
七
年
法

律
第
八
十
五
号
□ 

四
□
六 

□
略
□ 

 
 

□
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
□ 

□
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
□ 

第
四
条 

機
構
に
係
る
通
則
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は

□
次
の
と
お
り
と
す
る
□ 

一
□
九 

□
略
□ 

十 

法
第
十
三
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
物
資
の
流
通
の
効
率
化
に
関
す
る

法
律
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
に
関
す
る
事
項 

 

十
一
□
十
八 

□
略
□ 

第
四
条 

機
構
に
係
る
通
則
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は

□
次
の
と
お
り
と
す
る
□ 

一
□
九 

□
略
□ 

十 

法
第
十
三
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化

の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
に
関
す
る
事

項 

十
一
□
十
八 

□
略
□ 
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附 

則 

こ
の
省
令
は
□
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
□
令
和
七
年
四
月
一
日
□
か
ら
施
行
す
る
□ 

 


